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（午前９時５８分 開会） 

○光好博幸委員長  ただいまから

民生常任委員会を開会いたします。 

 本日の委員会記録署名委員は、村

上委員を指名いたします。 

 それでは、昨日に引き続き、議案

第７号、議案第１３号及び議案第２

８号の審査を行います。 

 質疑に入ります。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、介護保

険についての質問をさせていただ

きます。 

 質問番号１番です。 

 令和８年度は、第９期せっつ高齢

者かがやきプランの最終年となり

ます。３年間での計画ということで

やってこられたと思うんですけれ

ども、計画と比べてどうなのか、財

政状況等についてもお聞かせいた

だきたいと思います。 

 質問番号２番です。 

 介護保険料減免があると思うん

ですけれども、内容と種類、利用件

数、金額についても教えてください。 

 摂津市の独自減免があると思い

ますけれども増えているのでしょ

うか、それについても教えていただ

きたいと思います。 

 また、周知についても教えてくだ

さい。推移をお願いしたいと思いま

す。 

 質問番号３番です。 

 施設整備の問題がどうなってい

るのか気になっています。昨日のお

話にもあったかと思うんですけれ

ども教えてください。 

 質問番号４番です。 

 要支援の制度を総合事業と呼ぶ

わけですけれども、どのような仕組

みであるのか。また、現状と今後の

財政状況、総合事業については上限

があると思うのですが、その上限に

対して、それを超える分は国から下

りてこない状況になると思うので

すが、今の摂津市の状況がどうなの

か教えていただきたいと思います。 

 また、昨日もお話として、訪問型

サービスＤ型の話が出ていたと思

うんですけれども、Ｂ型については、

摂津市は行っていないと思います

が、緩和された基準の訪問型サービ

ズＡ型、通所型サービスＣ型の内容

と、この５年間の件数の推移につい

て伺いたいと思います。 

 質問番号５番です。 

 介護認定審査会について伺いた

いと思います。 

 介護の認定は、審査会を通じて行

われるんですけれども、それとは別

にチェックリストという形でサー

ビスを提供することもあると思い

ます。認定とチェックリスト、それ

ぞれの数について教えていただき

たいと思います。 

 それから昨日のお話にもありま

したけれども、認定までの期間につ

いてどうなっているのかについて

もお問いしたいと思います。 

 質問番号６番です。 

 介護報酬の問題です。介護人材不

足が言われておりますけれども、訪

問ヘルパーの基本報酬の引下げが

行われました。それについてどんな

内容だったのかということについ

て伺いたいと思います。 

 また、２０２７年度からの第１０

期計画に向けて見通しはどうなの

かということについても伺いたい

と思います。 
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 質問番号７番です。 

 介護事業所の問題です。事業所の

廃業・倒産というのが非常に増えて

いますけれども、摂津市の状況がど

うなのかということについて伺い

たいと思います。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長  ７点の御質

問にお答えします。 

 質問番号１番、第９期せっつ高齢

者かがやきプランの計画状況にお

ける給付費につきまして、令和７年

度第９期かがやきプランの２年目

の見込みでございますが、当初７２

億５，０００万円で計画を立ててお

りましたが、約７３億円程度になっ

てくるかと考えております。昨日も

御答弁させていただきましたけれ

ど、コロナ禍以降、特に在宅系のサ

ービス、地域密着型サービスの給付

が伸びておりまして、計画値を上回

る数字となってきております。その

ため、基金は、令和６年度決算にお

きましては、４億８，８８９万８，

８８１円という残高でございまし

た。令和８年度当初としましては、

事業計画による取崩し等を加味い

たしまして、令和８年度末の残高は

約１億９，０００万円ぐらいになる

と考えております。 

 質問番号２番、保険料減免につい

てでございます。 

 減免につきましては、条例減免と

独自減免がございまして、条例減免

のうち、災害を受けた方の減免、失

業等で所得が減少した方の減免、刑

事施設等介護保険法第６３条に規

定する施設に収監された方の減免

がございます。 

 条例減免の推移といたしまして

は、令和３年度が２４件、令和４年

度が３７件、令和５年度が３７件、

令和６年度が５６件となっており

ます。令和７年度は、令和８年１月

末現在で３２件となっておりまし

て、このうち、災害を受けた方の減

免は、現在ゼロ、失業等で所得減少

した方の減免は３２件の１４５万

９，６８８円、刑事施設等はゼロと

なっております。 

 次に、独自減免の内容でございま

すが、こちらにつきましては、保険

料段階が第２段階、第３段階の保険

料が賦課されている方で年間収入

が一人世帯で１２０万円以下、ほか

の世帯の扶養親族となっていない、

居住用地以外の土地・建物を有して

いない、預貯金が３５０万円以下の

四つの要件を満たす方が対象とな

っております。 

 なお、独自減免の推移でございま

すが、令和３年度、令和４年度が１

８件、令和５年度が２１件で、令和

６年度がは１９件、令和７年度は、

令和８年１月末現在で２０件とな

っております。 

 また独自減免の周知につきまし

ては、広報せっつ、あるいはケアマ

ネジャー等にも制度の説明をさせ

ていただいておりまして、こちらか

ら案内が入るようにしていただい

ているところでございます。 

 質問番号３番、施設整備の問題に

ついてでございます。 

 第９期かがやきプランにおきま

しても、小規模特別養護老人ホーム、

小規模多機能型居宅介護、認知症対

応型デイサービスの３施設を計画
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に位置づけております。令和７年度

は、小規模特別養護老人ホームに合

わせて小規模多機能型居宅介護、認

知症対応型デイサービスの公募を

二度実施しておりますが、申請はな

かった状況になっております。 

 質問番号４番、総合事業でござい

ます。 

 まず、総合事業の増減につきまし

ては、前年度の実績に市町村の７５

歳以上の高齢者の伸びを乗じた金

額となっております。令和８年度の

上限につきましては、見込みでござ

いますが、約３億４，０００万円に

対して予算としましては、約２億５，

１００万円を計上しておりますの

で、現時点におきましては、上限を

上回る数字にはなっていない状況

でございます。 

 次に、各種別の内容でございます

が、訪問型サービスＡは基本チェッ

クリスト基準該当者、また要支援

１・２の要介護認定者を対象とする

もので、従事者養成研修を受け、修

了したシルバー人材センター、また

は布亀株式会社の訪問生活支援員

による掃除・洗濯・衣類整理・買物

などの生活支援サービスでござい

ます。 

 令和７年度につきましては、令和

８年１月末現在でございますが、シ

ルバー人材センターの利用はなく、

布亀株式会社のみの利用となって

おりまして、件数としては１７人、

延べ９８回の利用となっておりま

す。 

 令和６年度は２２人で延べ１６

３回、令和５年度は２２人で延べ１

９８回、令和４年度は１７人で延べ

１０８回、令和３年度は５人で延べ

１７１回の利用となっております。 

 次に、通所型サービスＣでござい

ます。こちらは、保健センターを事

業者として指定しておりまして、リ

ハビリ専門家が一人一人に合った

プログラムを作成し、３か月もしく

は６か月の集中的な運動指導等が

実施される短期のサービスでござ

います。令和７年度は、令和８年１

月末現在の利用者は９３人となっ

ております。 

令和６年度は１１７人、令和５年

度は９４人、令和４年度は６５人の

利用となっております。 

 次に、訪問型サービスＤでござい

ます。こちらは、昨日も御答弁させ

ていただきましたが、基本チェック

リストの基準該当者、または要支援

１・２の要介護認定者が市内でのつ

どい場等の介護予防活動への参加、

買物・通院と定期的な外出を行う際

に、その支援を行う住民団体に運営

経費を補助するものでございます。

令和７年度は、令和８年１月末現在

で１，７５７回の利用、うち要支援

認定者の利用は１，５０７回となっ

ております。令和６年度は、２，０

８６回の利用、うち要支援認定者の

利用は１，７２３回、令和５年度は、

１，１５７回の利用、うち要支援認

定者の利用は、１，０２５回となっ

ております。 

 質問番号５番、認定者とチェック

リストの関係でございます。 

 第１号被保険者の認定者数は、令

和７年度、令和８年１月現在で４，

６７１人は、令和６年度は、４，５

７９人、令和５年度は、４，４５８

人でございましたので、増加傾向に

なっております。 
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 チェックリストにつきましては、

令和７年度、こちらも令和８年１月

現在でございますが、１０５人とな

っておりまして、令和６年度が１０

４人、令和５年度が９１人となって

おり、同程度の推移となっておりま

す。 

 申請から認定までの期間でござ

いますが、令和６年度が平均で４３．

８日でございました。令和７年度は

令和８年１月現在で４３．２日とな

ってございます。 

 質問番号６番、報酬改定について

でございます。 

 ２０２４年の介護報酬の改定に

よりまして、報酬全体は１．５９％

のプラスとなりまして、全体的に引

上げとなる一方で、訪問介護の基本

報酬は約２から３％ほど引き下げ

られております。令和９年度から始

まります第１０期の計画に向けて

の見通しにつきましては、現在、国

において議論されている最中でご

ざいまして、今後この動向について

注視してまいりたいと考えており

ます。 

 質問番号７番、介護事業所の廃止

につきまして、市内介護サービス事

業所は、令和７年度は１０月末現在

で１２７か所となっており、令和６

年度１２６か所、令和５年度は１２

８か所、令和４年度が１２４か所、

令和３年度１２７か所でございま

したので、本市におきましては大幅

な減少は見られていない状況でご

ざいます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員  ２回目の質問を

させていただきます。 

 質問番号１番です。 

 高齢者の皆さんが増えると、８０

歳以上の、サービスを必要とされる

年齢の方が増えていきます。もちろ

んサービスを使わなくてもいいよ

うに、元気でいつまでも頑張ってい

ただきつつ、しかし、サービスが必

要な方にはしっかりと早期にサー

ビスを提供していただくというこ

とが重要だと思います。この介護事

業に対して予算が増えていくとい

うことについては、これは当然のこ

とだと思いますので、やはり国に対

してもしっかり国費を投入して、こ

の問題について正面から取り組ん

でいただきたい。この社会保障費の

中で、今高齢者の部分を削るという

方向があると思うんですけれども、

決して高齢者にとって住みやすい

社会にはならないですし、結局介護

度が重症化したり、認知症が発症し

ているのにそのまま放置されたり

など、いろいろな問題につながって

いきます。問題が大変なことになっ

ていって、予算もさらに膨れ上がる

ということにもなりかねないと思

いますので、元気な高齢者にしっか

りサポートをしていただくと同時

に、サポートが必要な人に早期に必

要なサービスをしっかり提供して

いっていただきたいです。そしてま

た国にも国費を投入するよう求め

ていただきたいと思い、要望として

おきます。 

 質問番号２番です。 

 今保険料の減免の種類や内容を

いろいろ教えていただきました。独

自減免については、周知の徹底も図
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っていただいているということで

ございますが、まだまだ対象の方は

いらっしゃると思います。知らなか

ったという方はたくさんいらっし

ゃると思うので、一度はこの独自減

免を受けられた方には、次のときに

は、申請用紙まで入れて送っていた

だいてると聞いていますけれども、

新たに独自減免を使える方がいら

っしゃると思いますので、ぜひそう

いう方々に、周知を、よろしくお願

いしたいと思います。 

 それで、介護認定によって障害者

控除が使えるという制度もござい

ます。障害者手帳を持ってないと障

害者控除は使えないと思ってる方

がたくさんいらっしゃるんですけ

ど、そうではなくて、介護認定で確

定申告によって障害者控除を使う

ことができるということをもっと

知らせていただきたいと思ってお

ります。大阪社会保障推進協議会の

調査で、この障害者控除について、

高齢介護課が証明書を発行してい

ただいていると思うんですけれど

も、その発行件数が吹田市が１８５

件、豊中市で４３３件、箕面市２７

０件、池田市１５１件、高槻市も１

８１件、茨木市で８９件となってい

るんですが、残念ながら摂津市は６

０件で、これ去年の春の段階の報告

ですが、少なく思います。 

例えば、御夫婦でいらして、奥さ

んは年金が少ないから、今は非課税

であり、夫は課税であるという場合

は、基準額になっていくと思うんで

すけれども、この夫が、高齢で介護

も要介護認定３などいろいろ受け

ておられたら障害者控除が使える

可能性が非常に高いわけです。そう

なると、この方が非課税になってい

くというケースがあります。そうし

たら世帯ごと非課税になるので、お

二人の介護保険料が安くなるとい

うことになっていくわけです。やっ

ぱり知らなかったら大変な金額を

払っていかないといけないわけで

すし、介護は少し違いますけれども、

入院されたりすると、医療費も非課

税対象なのか、それともそうでない

のかで限度額が変わっていきます。

年金だけでお暮らしの方は、収入が

ほかにないわけですから、やはり使

える控除は使って、節約をしていた

だくということを、そして、これは

介護の分でも施設入所とかいろい

ろなことにも関わってくると思い

ますので、ぜひ障害者控除について

お知らせをいただきたいんです。利

用者が増えているのか、周知の方法

についても教えていただきたい思

います。 

 質問番号３番です。 

 物価高騰で人件費も高騰で施設

をつくっていくのは非常に困難な

状況であると思っているんですけ

れども、やはり必要な施設だと思う

んですね。何とか工夫をしていただ

いて、建てられる施設を高齢者に対

して設置するということに努力を

していただきたいなと、ずっと前か

ら、施設整備は課題で残っていると

思います。少しずつ建てていただい

たりもしてて、計画が全部できてな

いというわけではないんですけれ

ども、まだやっぱり積み残して次の

期に移っていくことになりかねな

いので、ぜひしっかり頑張っていた

だきたいと思います。 

 特別養護老人ホームの問題につ
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いて、待機者の数を教えてください。 

 質問番号４番、総合事業について

です。 

 何とか上限までは達しないだろ

うということを聞いてほっとした

ところでございます。ただ、やはり

サービスを使わせないという形を

取ると、反対に重症化が進んでいく

ということにもつながりかねませ

ん。やはり、要支援の段階でしっか

りサービスを使っていただいて、そ

れ以上介護度が引き上がらないよ

うに、ぜひ頑張っていただきたいと

思っているわけです。 

そして、緩和された基準のＡ型、

Ｃ型、Ｄ型、それぞれの経過をお聞

きいたしました。Ａ型というのは、

ヘルパーの代わりと言ったら何な

んですけれども身体介助はできな

いけれども生活の介助をされると

いうことです。本当にそれが認定申

請を行わなくても、早く使える利点

は分かっていますが、それはいいの

かという問題でいくと、やはり認定

申請を受けていただいて、本当は身

体介助も含めて、もっとしっかりと

していただくとか、専門的なヘルパ

ーがついていただくことで、もしか

したら認知症を発症しているとか、

次のところへ行く手前の段階で気

がついていただくこともあると思

います。それに対して必要なサポー

トをしていただくと、そういうこと

も専門的なヘルパーだったらでき

るわけですので、このＡ型をヘルパ

ーの受皿にしてしまわないという

ことが肝心ではないかと思ってい

ます。 

 チェックリストでサービスを使

いつつ、認定申請もできると聞いて

いますけれども、ぜひそうしていた

だきたいと思います。 

 Ｃ型は、リハビリということで、

これは大いにやっていただきたい

と思います。 

Ｄ型は、しっかりと皆さんに御利

用いただけるように、市内の医療機

関だけではなくて、市外の医療機関

でも使えるようになったらいいな

というお話も聞いております。そこ

のところは少し課題なのかとも思

っていますけれども、それは要望と

しておきますのでよろしくお願い

したいと思います。 

 そこで、今話をしました必要なと

ころに必要なサービスをというこ

とになると、やはり現行相当のサー

ビスをきちんと維持していかない

といけないと思うわけなんですが、

この現行相当のサービスの維持に

ついての市のお考えをお聞きした

いと思います。 

 質問番号５番です。 

 これも先ほどからのお話でござ

いますが、チェックリストと認定申

請、両方があって、同時に申請する

ことも可能だと伺っていることを、

今紹介したわけなんですけれども、

認定審査会にかかっている件数が

非常に多いということで、チェック

リストでやってしまうことも他市

ではよく聞くお話でございます。摂

津市では、そういうことはないと思

っているんですけれども、このチェ

ックリストへの誘導がどのように

思われているのかについて、市のお

考えを確認しておきたいと思いま

す。 

 先ほど御紹介した障害者控除の

場合は、要支援の場合でも介護の障
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害者控除を使えるかということで、

申請を出すことは可能だと思いま

すが、チェックリストだとそれがで

きません。幾らサービスを使ってて

も障害者控除の対象にはならない

不利益もありますし、見直しに関し

ても認定とチェックリストでは違

ってきます。チェックリストへの誘

導についての市のお考えをお聞き

したいと思います。 

 質問番号６番です。 

 担い手の確保の問題です。全体報

酬が引き上がると言われながら、ヘ

ルパーの報酬が引き下がっていま

す。心がもう折れたというお話をヘ

ルパーから聞きました。実際私のお

知り合いも、ヘルパーを辞めて、ほ

かのお仕事に就くことを選択され

た方もいらっしゃいます。コロナ禍

の中で一生懸命必死で高齢者の生

活を支えるために頑張ってこられ

た訪問ヘルパーが何で引下げにな

るのかという思いになられたと思

ういます。国もそういうことについ

ては一定知ってるとは思うんです

けれども、訪問ヘルパーの引下げに

よって事業所もたくさん潰れてい

るという実態も出てきております。

これについては、ぜひ他の職種と比

べてそもそも介護の仕事に就いて

おられる皆さんは、給料が低いとま

で言われてるわけですし、女性が多

いというのは、安い労働力で、雇わ

れているという部分があると思い

ます。男性のヘルパーもいらっしゃ

いますが、やっぱり結婚して子供を

育てていこうと思えば、男性として

その仕事を続けていくのは、道が閉

ざされると思います。男性のメイン

のお給料がある場合は、女性はヘル

パーをやれるという今の社会構造

がおかしいと思っております。男性

でも女性でも同じ賃金で働ける環

境が必要だと思います。この介護の

仕事は、非常に報酬が安過ぎるため

に、男性はやりたくても続けられな

い。女性はしんどくても、そういう

ことで全部の負担がかかってくる

みたいなことになっていってると

いうのもおかしな話だと思ってお

ります。ぜひ国に対して、しっかり

と報酬引上げを行っていく、ヘルパ

ーももちろん、それから介護の職種

全体が他の職種と比べて遜色のな

い形に、これから高齢者が増えるわ

けですから、需要は大きくあるわけ

です。それを言っていただきたいな

と思っております。 

 また摂津市としても、今まで人材

確保に向けた取組を幾つかしてい

ただいていたと思いますが、引き続

き要望して、この質問は終わります。 

 質問番号７番です。 

 介護事業所の問題です。 

 先ほども申しましたけれども、介

護事業所が今全国でどんどんなく

なっていっています。先ほどのお話

では、そんなに数字として大きく減

ったということではないと思いま

すけれども、増えるところと減ると

ころがあって、やはり事業を畳んだ

ところもあるとは聞いております

ので、そこのところはしっかり目配

せもしていただきながら支えてい

ただく方向でお願いしたいと思い

ます。これも要望としておきますの

で、国にもしっかり声を上げていっ

てください。よろしくお願いします。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 
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 細井課長。 

○細井高齢介護課長 それでは、４

点の御質問にお答えします。 

 質問番号２番、障害者控除の内容

についてでございます。６５歳以上

の方で障害者手帳の交付を受けて

いない人でも寝たきりや認知症な

どの一定の要件を満たす場合には、

障害者控除対象者認定書の交付を

受けることができる制度となって

おりまして、この認定証により所得

税や住民税の障害者控除、または特

別障害者控除を受けることができ

るものでございます。 

 障害者控除の本市の基準といた

しまして、障害者に該当する人は、

要介護認定が要支援２以上であっ

て、認知症高齢者の日常生活自立度

が日常生活に支障を来すような症

状、行動や意思疎通の困難さが多少

見られても誰かが注意していれば

自立できるランク２以上の方、また

は障害高齢者の日常生活自立度が

屋内での生活はおおむね自立して

いるが介助なしには外出できない、

いわゆる準寝たきり状態というラ

ンクＡ以上の方でございます。 

 利用件数は、令和３年度、令和４

年度が２９件、令和５年度が３４件、

令和６年度が２７件、令和７年度が

令和８年１月末現在で１６件とな

っております。 

 次に、特別障害者控除でございま

す。こちらに該当する方は、要介護

認定が要介護３以上かつ認知症高

齢者の日常生活自立度が日常生活

に支障を来すような症状、行動や意

思疎通の困難さが時々見られ、介護

を必要とするランク３以上の方、ま

たは障害高齢者の日常生活自立度

が屋内での生活は何らかの介助を

要し、日中もベッド上での生活が主

体であるが座位を保てない、いわゆ

る寝たきりの方でございます。 

 これら両方に該当する方は、特別

障害者に該当するものでございま

す。 

 利用件数は、令和３年度が２７件、

令和４年度が２６件、令和５年度が

２８件、令和６年度が３３件、令和

７年度が、令和８年１月末現在で１

７件となっております。 

 なお、周知方法につきましては、

市ホームページのほか、市府民税の

申告や所得税の確定申告の時期に

合わせまして、広報せっつ、毎年２

月号に掲載をさせていただいてお

ります。 

 質問番号３番、特別養護老人ホー

ムの待機者数についてでございま

す。令和７年度は１０５人となって

おりまして、令和６年度は１２０人

でございましたので、１５人の減少

となっております。しかしながら、

減少しているとはいえ、１００人は

超えている状況にございます。 

 質問番号４番、現行相当サービス

についてでございます。 

 総合事業現行相当サービスにつ

きましては、あくまでも本人の状況

に合わせて適切に使っていただく

ことが重要と考えております。そう

いった考えの中で、現行相当サービ

スにつきましては、第９期計画同様、

可能な限り実施していきたいとい

う考えを持っております。 

 質問番号５番、チェックリストへ

の誘導というお問いでございます。 

 チェックリストにつきましては、

あくまでも対象者に選択をしてい
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ただくもので、市がチェックリスト

に誘導することはございません。総

合相談等を通じて、本人の状況を踏

まえながら、要介護認定の必要性も

判断いたしまして、必要となる対応

を取っていきたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員 それでは、３回目、

質問させてもらいます。 

 まず保険料の件でございます。障

害者控除の分も広報等で知らせて

いただいているということですけ

れども、先ほどの独自減免と同じよ

うに、やはりこれも広報紙に載せま

したではなく、周知の方法について、

しっかりと考えていただきたいと

思います。 

 今、本当に大変な物価高騰で、今

回給与所得の控除については、少し

引き上がるということにはなりま

したけれども、年金の方は、そうい

うこともありません。この物価高騰

で本当に大変な思いというのは同

じなのに、生活を支えてもらえるよ

うな制度がないというのが現状で

ございます。しっかりと控除ができ

る方は控除もしていただいて、減免

もしていただきたいと思っている

わけなんですけれども、摂津市の財

源も一般会計から繰り入れるとい

うことも私は考えてはどうかなと

思っています。何か介護保険に一般

会計からの繰入れはできない状況

になっていますが、全国的には決し

てそんなことはありません。一般会

計繰入れをやっておられる自治体

もございます。また、政府の意向に

沿わないのはどうかということで、

遠慮しているのが常態で、法的にも

何も問題はありません。今は国民健

康保険も一般会計繰入れがなくな

ったわけですけれども、以前は、摂

津市も国保に対して一般会計繰入

れを年間２億円ほどやっていた時

期もありました。国保は今大阪府と

の関連はありますけれども、財政的

には黒字という状態です。そういう

中で介護保険が今本当に大変にな

ってきていると思うんですよ。そこ

に対して一般会計繰入れを摂津市

としても考えてはどうかと思って

いるので、それもぜひ御検討いただ

きたいと思います。 

 条例についてです。 

 今回所得控除が広がって、同じ収

入でも所得が下がるという状態に

なる方がいらっしゃるということ

です。年金は関係ないにしても、そ

こに対してこの条例が出たのだと

思いますけれども、本来国が考えて

いる方向性としては、税金の控除を

少し引き上げることによって、働い

ている方がもっとしっかり働いて

もらっても大丈夫だということに

しようじゃないかと思います。社会

保険料等の控除が少し減っていく

方向に考えようじゃないかという

のが今、国の方向性だと思うんです

けれども、今回の条例は、３年間の

計画だからということではござい

ますけれども、一回説明はいただい

たと思うんですけど、改めて御説明

いただきたいなと思っております。 

 質問番号３番です。 

 施設の必要性について、特養の待

機者がずっと１００人を超えてお
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り、私の周りでも待っておられる方

がいっぱいいてはります。申込みを

してなくても何とかならないかと

いう御相談もいろいろ受けており、

まずは申込みをしてくださいと言

っております。本当にたくさんの方

が特養に入りたいと思って、待って

いると思います。摂津市が新たに特

養をつくるというには、なかなか今

の状態ではいかないと分かってい

るんですけれども、やはりこれだけ

高齢化が進んでくる中で、自宅で最

期まで生きられる人はそれでいい

んですが、でもなかなかそうはいか

ないという現実があるわけです。し

っかりと施設が必要だという声を、

国に対して要望していただきたい

と思います。この質問は終わります。 

 ４番目です。 

 総合事業についてです。現行相当

のサービスをしっかりと続けてい

ただきたいと強く要望しておきま

す。 

 そして、要介護１・２の総合事業

化であるとか、またケアプランの有

料化などのことが２０２７年の第

１０期までに結論を出すというこ

とも政府は言っておりました。今こ

の問題も反対する運動も非常に強

く上がっておりますので、どっちの

方向に向いていくかは分からない

状況だと思っているんですが、しっ

かりと注視するだけではなくて、地

方自治体からもそういうことをす

るなと意見を上げていただきたい

と思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 介護認定審査会のことです。チェ

ックリストの誘導はしませんとい

う力強いお言葉をいただきまして

ありがとうございます。チェックリ

ストを選択することで、不利のない

ように認定審査会の体制もぜひ強

化していただいて、３０日以内とい

うのが守れるような方向で検討し

ていただくようよろしくお願いし

ます。これも質問を終わります。 

 以上で３回目終わります。 

○光好博幸委員長 質問１点、条例

の件についてでございます。 

 答弁を求めます。 

 細井課長。 

○細井高齢介護課長  質問番号２

番、条例の件でございます。 

 まず、今回の令和７年度の税制改

正の趣旨についてからお話をさせ

ていただきたいんですけれども、今

回税制改正におきましては、物価上

昇への対応とともに、就業調整にも

対応するとの観点から、給与所得控

除につきまして最低保障額を５５

万円から６５万円に１０万円引き

上げる見直しが行われたものでご

ざいます。 

 この税制改正と介護保険制度、こ

の関連につきましては、今回の税制

改正に伴いまして、給与所得控除が

拡大し、課税対象だった方が非課税

となる場合が出てまいります。その

結果、保険料の段階が変わる方が発

生する可能性がございます。介護保

険制度におきましては、保険料の収

入計画を３年ごとに立てているも

のでございまして、計画期間の途中

でこの税制改正による非課税にな

る方が発生するとなった場合、本来

予定していた保険料の収入がなく

なってしまいます。そうなった場合、

国から本来計画予定していた保険

料が保険者の責めに帰するほどな
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い形で下がってしまうのを避ける

ために、今回条例を改正させていた

だいた上で、令和６年度、令和７年

度と同じような保険料の算定で、保

険料の段階を決めるという改正を

行うものでございます。 

 ただし、令和７年度非課税だった

方が令和８年度の改正に伴いまし

て課税になってしまう。そのような

方につきましては、国から特例減免

を取れるという通知がございまし

たので、本市におきましても、それ

に準じて対応をさせていただくも

のでございます。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員  摂津市だけでは

なくて、全国的にこういうことをす

るということなんだと思いますけ

れども、国の施策として物価上昇で

あるとか、就労の対応であるという

ことで、こういう税制改正をしたわ

けです。それによって、各市町村が

計画と変わってきて、ここにお金が

足りない分が出てくるとしたら、国

費で見るのが当然の対応であって、

せっかく税制が変わって非課税に

なったのに保険料は変わらないと

いうことだったら、意味がないと思

います。また、今のお話のように、

一部の方だけはプラスに反映する

のは、公平性からいってどうなのか

と私は思うわけです。やはり国が行

う施策によって影響が生じること

は、国が責任を持つべきだと意見を

申し述べさせていただきまして、私

の質問を終わらせていただきます。 

○光好博幸委員長  増永委員の質

問が終わりました。 

 そのほかございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 以上で、質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１０時４２分 休憩） 

（午前１０時４３分 再開） 

○光好博幸委員長 再開します。 

 議案第２９号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略

し、質疑に入ります。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員 今回３，０００万

円から１，０００万円へ減額するだ

とか、５年から３年へ交付期間を変

更するとかありますが、この条例改

正、時限立法だと思うんですけど、

３年たった今、５年が３年になって

期限が来て、これから新たに条例を

ブラッシュアップしていくという

ことだと思うんですけど、これの意

図を教えてください。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  今回の条例

改正の意図ということでございま

す。 

 今回の条例改正におきましては、

本条例が令和７年度限りで失効い

たします時限条例となっておりま

すことから、有効期限を延長するこ

とと併せまして、奨励措置の対象と

なる固定資産の取得の範囲の拡大、

それから奨励措置の内容の見直し

を行うということでございます。 

 今回奨励措置の対象となる償却

資産の取得価格の合計額を３，００
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０万円から１，０００万円に引き下

げ、奨励の対象を拡大することと併

せまして、奨励金の交付期間は５年

間から３年間、それから一事業者に

対する１年度の奨励金の上限額を

１億円から５，０００万円に改める

内容で御提案させていただいてお

ります。 

 これにつきましては、この５年間

から３年間に短縮することと、上限

額を引き下げることで生み出した

財源で償却資産の対象を拡大する

ことで、より中小企業に支援を拡大

するという趣旨でございます。 

 ３年間の時限ということでござ

いますが、今年１月に中期財政計画

を策定しておりますけれども、その

中期財政計画が令和８年度から令

和１２年度までで、その期間中とい

うことでもございますので、今回こ

の３年間において企業立地等促進

条例の状況、それから市の財政状況

等を見ながら、制度の在り方、方向

性についてまた検討するというこ

とで３年間の暫定の期間とさせて

いただいております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員  豊中市も大体１，

０００万円ぐらいと聞いているん

ですけど、それで本当に中小企業が

活性化するというか、中小企業にと

っていい制度なのかと思います。他

市の事例を見て、この１，０００万

円という根拠が妥当なのかという

ことをどうお考えなのか教えてい

ただけますか。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 それでは、こ

の１，０００万円の妥当性というと

ころでございます。 

 委員がおっしゃったとおり、豊中

市が１，０００万円ということでご

ざいまして、そのほか近隣市でいい

ますと、５，０００万円、３，００

０万円以上としているところが多

くなっております。１，０００万円

は、最低の水準であるかと思います。 

 今回、令和７年度に奨励措置を予

定しております２２事業所にアン

ケートを取っております。その中で

この奨励措置の内容の妥当性につ

いて御質問をさせていただいたと

ころ、やはり償却資産の取得価格の

金額につきまして、引下げを希望さ

れる御意見が複数ございました。そ

の金額は、幾らぐらいが妥当なのか

というところですけれども、大型投

資と位置づけているのが１，０００

万円という御意見等もございまし

たので、そういったことも参考にさ

せていただきながら今回提案させ

ていただいているものでございま

す。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員  今まで条例があ

って、今回年度末に期間が切れるの

で、新たにということだと思うんで

すけど、今回いろいろ条件などが変

わることによって、摂津市にとって

プラスなのかマイナスなのか、見込

みでいくとどういうふうにお考え

なのか教えていただければと思い
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ます。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  市にとって

のメリット・デメリットというとこ

ろでございます。 

 やはり、企業の設備投資におきま

して、こういった支援措置があると

いうのは、産業振興としましては有

利であると考えております。その条

件としまして、より中小企業向けの

少額の設備投資に関しても助成す

るというところで、優位性は他市と

比べてあると思っております。 

 それから、今回の改正によりまし

て、大型投資に関しましては、他市

と比べるとやや見劣りする内容に

もなるかとは思いますけれども、今

回その支援措置に関しましても、必

ずしも企業がこの支援制度がある

から摂津市に事業所を置き続ける

というものではない面もございま

すので、そういったところから、こ

の支援制度があるメリットが大き

いかとは考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員  一番最初に聞い

た意義なんですけれども、条件を変

えるというのは、今まで５年間やっ

ていて、あまり企業誘致がうまくい

かなかったから条件を変えて、もっ

と幅広くという趣旨なのか、どうい

うスタンスなのか教えてください。 

摂津市としては、最初３，０００

万円でスタートしたけれど、あまり

企業として、当てはまらないのか、

今このタイミングで変えるのはや

っぱり摂津市はどう捉え、今後どの

ようにしたいのか、教えてください。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 まず、この条

例について、平成２３年度からこの

仕組みはございますけれども、柱と

しましては、市内事業所の転出によ

る空洞化の回避をすることにより

まして、まちのにぎわいの維持をし

まして、税収確保、それから市民雇

用の確保の観点から引き止め対策

を柱にした条例でございます。 

 今の見直した制度によります影

響でございますけれども、近年、効

率性ですとか、人材不足の観点から

取引先との近接性ですとか、従業員

の確保などが重視される傾向がご

ざいまして、本市におきましては、

企業活動における交通の利便性は

高く評価されております。ですので、

運輸業のほうが摂津市内多くなっ

てございます。そういった状況もご

ざいますので、この奨励措置の有無

ではなく、こういった立地のメリッ

トによる部分も企業が立地される

理由にもなっているのかなという

ところで、そのバランスといいます

か、全く奨励措置がない状態と比べ

て投資に関しては促進できると思

います。企業の立地について、他市

と比べてどうなのかという観点か

らしますと、見劣りはしますけれど

も、立地条件的には恵まれていると

考えておりますので、そういったバ

ランス的に今回のこの条件にした

ものでございます。 

 以上でございます。 
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○光好博幸委員長  答弁は終わり

ました。 

 中川委員。 

○中川嘉彦委員  立地促進につい

ては、摂津市の中小・零細企業、大

企業も含めてしっかりとやって来

ていただいて、そして潤っていただ

くことを要望しておきます。 

 以上です。 

○光好博幸委員長  中川委員の質

問が終わりました。 

 そのほかにございましたら挙手

にてお願いいたします。 

 村上委員。 

○村上英明委員  中期財政計画の

枠に収めていこうということで、こ

の３年にされたということでござ

いました。こちらについて、理解す

るんですけど、やはり企業立地を促

進するという施策とすれば、３年が

いいのか、逆に５年がいいのか、７

年がいいのかということがありま

す。やはり摂津市の企業立地を促進

するという政策という中では、年数

は中期財政とは、確実に１００％リ

ンクさせるというのはどうなのか

という思いもございます。ただ、今

回条例を制度化されて、次、３年後

にどうされるかというのはあると

思いますので、その辺りはその次に、

また議論させていただきたいと思

っています。 

 この促進条例ですが、３，０００

万円を１，０００万円にハードルを

下げてということであります。会社

からすれば、１，０００万円より下

げていくとか、中小・零細の方々は

下げてほしいという思いもあるか

も分からないけれども、どこかで一

線を引かなければいけないという

ことでもあります。その辺は、先ほ

ど企業にアンケートを実施し、御意

向を聞くとということであります

から、現場の声を反映された中での

条例という認識もできるのかなと

思います。 

 １点目の質問といたしまして、こ

の条例をつくった中で財政上、どう

見ておられるのか。要は収入面、歳

出面をどう考えているのか、お伺い

します。 

 ２点目の質問といたしまして、条

例をつくることによって、例えば新

しく起業、開業しようとか、摂津市

に来ようかとかいうことも、一定想

定はできるんですけれども、その辺

りどう認識されているのかお尋ね

したいと思います。 

 ３点目の質問といたしまして、第

６条のところで、市内における産業

の振興、雇用機会の増大、その他経

済の活性化に関する市の施策に協

力しなければならないとなってま

す。 

 この辺りを、摂津市としてどう考

えておられるのかお尋ねさせてい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  質問３点です。

答弁を求めます。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長  １点目の財

政上どう見ているかというところ

でございますが、まず、この企業立

地の奨励金につきましては、固定資

産税の２分の１相当額というとこ

ろで、固定資産税の収入がまずござ

います。固定資産税の２分の１を奨

励金として企業に支給するという

形ですので、固定資産税としては、
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奨励金の倍の入があると考えてお

ります。 

 また、そのほか、企業が活動され

ることによりまして、法人市民税が

ございますし、もし従業員が摂津市

内にお住まいでしたら、市民税も歳

入としてはあるのかと考えており

ます。 

 それから２点目は、この条例によ

っての企業立地が促進されるのか

という御質問です。 

 この条例の意義としましては、先

ほど申し上げました引き止め対策

というところが柱ではございます

が、企業が立地することによっても

企業立地奨励金は御活用いただけ

ますので、そちらももちろん頭に置

いた制度となっております。 

 これまでも近隣と比べましても、

比較的利用していただきやすい、他

市よりも立地を促進しやすい制度

でございましたので、そういった意

味で競争上優位であると我々は考

えておりました。 

 実際のところ、まとまった産業用

地は、市内にたくさんあるわけでは

ございませんが、最近で言いました

ら健都にも一定の用地が生まれま

して、そこに入っていただいた企業

におかれましても、先ほど申し上げ

たアンケートの中で、この企業立地

制度を見比べて、この制度があると

いうことをメリットとして感じて

いただいて摂津市に来ていただい

たという御意見もございましたの

で、そういった意味で意義はあった

かなと考えております。 

 それから市の施策への協力に関

しましてですが、これにつきまして

はまず、今までも雇用の創出ですと

か地域貢献といったプラスの効果

というのは申し上げてはきたんで

すけれども、まず、雇用につきまし

て、先ほどのアンケートの結果です

けれども、過去５年間で合計１，０

００人以上が雇用されたという結

果はございました。そのうち摂津市

民の方は１６４名ということで、そ

ういった効果はあるかと考えてお

ります。 

 そのほか、このアンケート結果か

ら市内の団体、いろんな商業団体で

ありますとか市の団体、人権的な団

体等もいろいろございまして、そう

いったところでも協力いただいた

りですとか、地域の行事等への協賛

やお祭り等での御協力、あと事業所

周辺の清掃活動等にも御協力をい

ただいているとおり、市の施策にも

協力していただいていると考えて

おります。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 村上委員。 

○村上英明委員  １点目の財政上

の意見なんですけども、やはり固定

資産税の２分の１ということの中

で上限は１億円から５，０００万円

ということであります。 

 収入面では、固定資産税というの

は摂津市においてもそうなんです

が、経済にあまり左右されない安定

財源みたいなことにもなっていま

す。財政との絡みが、本当に濃厚で

あり、どうしてもお金の出入りにつ

いては、結構シビアになってきてい

ますので、しっかりとこの制度の対

象になる企業からの申出、申入れ

等々につきましては、丁寧な説明も
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含めて、この制度の取組、周知も含

めてやっていっていただきたいと

思います。 

 交通の利便性という面では特に

運送関係といいますか、そういう面

では本当にいい位置に摂津市はあ

ると思っております。 

 要は大阪市内にも行きやすいし、

遠方に出かける際も高速道路にも

乗りやすい立地であり、本当にいい

と思っていて、特に鳥飼方面等々に

おきましては、空き地が出てくれば、

運送業の駐車場になっている部分

も結構あると思っています。また事

業者からも空き地の情報があれば

提供して欲しいというお声もある

中でありますから、そういう意味で

はこの運送関係のみならず、やはり

企業立地等促進条例を基にして、市

外から摂津市内で開業しようとか、

摂津市内の方も新たに開業してい

こうなどという方向性が出てくれ

ば雇用面でも、結構いいなと思って

います。また、摂津市としても法人

市民税の税収という面でもいいこ

とだと思いますので、この辺りしっ

かりと取り組んでいっていただけ

ればと思います。 

 また、３点目の市への施策の協力

といった面につきましても、せっつ

キッズファクトリーであったり、企

業もかなり摂津市や地域の施策に

も協力してもらってると思います。

さきほど言われた美化活動等々に

ついても、結構朝からごみ拾いとか

清掃とかされてる企業もだんだん

増えてきてると感じますので、そう

いう意味ではこれからまたしっか

りと施策を取り組んでいっていた

だきたいと思います。またこの活性

化という面では地域の行事関係で

も何か協力していただけたり、お声

かけできるようなルートもつくっ

ていってほしいと思いますので、ま

たよろしくお願いいたしますと申

し上げて、私の質問を終わります。 

○光好博幸委員長  全て要望とい

うことで、村上委員の質問が終わり

ました。 

 増永委員。 

○増永和起委員 それでは、摂津市

企業立地等促進条例の質問をさせ

ていただきますが、一般会計のとこ

ろでも質問もしておりますので、二

つのことをお聞きしたいと思いま

す。 

 １点目です。 

一般会計の質問中で、お答えがあ

ったとは思うんですけれども、これ

は中小企業のためにもっと企業立

地促進条例の活用を広げようとい

う形での条例改正だと思っており

ます。今、大体１５程度の中小企業

の利用だと思うんですけれども、改

めてこれをどれぐらいに増やそう

というお考えでこの条例の改正を

考えておられるのかということに

ついて、一つお聞きしたいと思いま

す。 

２点目です。 

 今、約５億円ぐらいの産業振興予

算があると思うんですけれども、そ

の中で２億円は中小企業融資の、こ

れは銀行へ預けては返ってくると

いうお金ですので、出ていくお金で

はないわけです。その残りの金額の

多くを占めている令和８年度の予

算でいきますと、２億７，５００万

円がこの企業立地等促進事業とし

て計上されているわけです。 
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 これは、新しく条例が改定したら

それを利用してもらえるところも

含めてという一般会計の話で、６０

０万円ぐらいとおっしゃいました

かね。そこは入れているということ

ですけれども、全体予算から見て非

常に大きな予算をここにかけてき

てこられた。今後、この予算は同規

模ぐらいで推移させていくつもり

なのか、それとも縮小するのか、拡

大するのか、どういうお考えなのか

をお伺いしたいと思います。 

 ２点です。 

○光好博幸委員長  答弁を求めま

す。 

 鈴木課長。 

○鈴木産業振興課長 まず、１点目

の現在１０数社の中小企業が受け

ていただいてるのをどれぐらいを

見込んでいるかというところでご

ざいます。正確にはこちらの制度、

工業地域もしくは準工業地域とい

うところとあと業種、小売不動産と

風俗営業関係の分を除くところか

ら、正確にはどれぐらいの数を見込

むことができてないんですけれど

も、おおむね五、六十社ぐらいが令

和６年の取得ですので、令和７年度

の課税状況から見ると、それぐらい

が対象になると見込んでおります。 

 やはり知っていただかないとな

かなか申請に結びつかないという

ところで、周知も力を入れていきた

いと考えております。 

 ２点目の産業振興予算に占める

大きな割合に対して今後、推移とし

てどういう方向性で考えているか

というところでございます。今回、

条例改正によりまして、５年間支給

していたものが３年間になるとい

うところ、１年度１事業者１億円と

いう上限が５，０００万円になると

いうところで、金額としましては縮

小はされると見込んでおります。 

 ただ、現行の制度におきまして経

過措置がしばらく続きますので、す

ぐには効果としては出てこないと

いうところで、予算の推移としまし

ては、数年は少し増の傾向で進むか

と考えております。 

 その後、どの程度の効果が出るの

かというのは、中期財政計画との兼

ね合いも見ながら、今後の制度の仕

組みについて検討していきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

○光好博幸委員長  答弁が終わり

ました。 

 増永副委員長。 

○増永和起委員  中小企業の利用

が五、六十社になるのではないかと

いうお話でございました。 

 先ほどのほかの委員の御質問の

中でも空洞化を防ぐということが

御答弁の中で出てきましたけれど

も、本当に、物価高騰、それから人

件費も高騰している大変な状況で

す。摂津市内に約４，０００社ある

うちのほとんどが中小・零細業者だ

と思ってるんですけれども、ここに

対しての経済的な負担というのが

物すごく大きくなってきて、全国的

にも廃業、倒産が相次いでいる。 

 摂津市の空洞化を防ぎたいと思

うのであれば、体力があり設備投資

ができる中小業者ではなくて、今本

当に営業を維持していることを最

大限頑張っているけれども、なかな

かこれが苦しいと言っている中小・

零細業者にこそ、私は予算を振り分
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けるべきだと思っています。 

 五、六十社の対象というお話でし

たけれども、例えば仮に、月５万円

の家賃補助や、水道光熱費などの固

定経費、機械のリース代などの補助

を摂津市が行うとすると、１２か月

で６０万円になるわけです。これ１

００件で６，０００万円で済むんで

すよね。２００件補助しても１億２，

０００万円です。 

 この企業立地について、令和８年

度分、もちろん今おっしゃったよう

に今までの条例によって利用して

きた方々の分がほとんどだと思う

ので、すぐには当てはまらないかも

しれないですけれども、２億７，５

００万円の予算がここで取られて

るわけですよ。２００件を救っても

１億２，０００万円です。やっぱり

喉から手が出るほど欲しいという

中小業者や零細業者、たくさんいら

っしゃると思うんです。 

 小規模企業に対しての振興条例

というのがありますけれども、ここ

でもやはり継続に対しても、まちの

主役にもなっているというお話が

ありました。それは条例の中に盛り

込まれているわけです。 

 ここに対してこそ、しっかりとし

た支援を行うべきであって、もう摂

津市の大切な財源をこれ以上体力

のある大企業、そして中小企業の中

でも、設備投資ができる体力のある

企業にかけるべきではないという

ことを私は申し上げておきたいと

思います。 

 これによって、産業振興に寄与し

ていただくんだというお話であり

ましたけれども、先ほどおっしゃっ

た雇用が１，０００人増えたけど、

市民は１６４人ということですよ。

産業振興に対して寄与してもらう

この立地のための奨励金を持って

はる、受けてはるところが何してる

かと言ったら、地域の行事とか清掃

活動で頑張ってもらっているのは、

産業振興とは思えない。 

 やはり、今この苦しい苦しい財政

状況の中でも必死になって営業を

続けていこうとしてる、もう融資を

受ける体力もなくなっている市内

業者のために固定経費の補助、また、

店舗などに対しての補助こそして

いくべきだということを申し上げ

て私の質問を終わります。 

○光好博幸委員長  増永委員の質

問は終わりました。 

 そのほかございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長 以上で、質疑を

終わります。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時１７分 休憩） 

（午前１１時１８分 再開） 

○光好博幸委員長 それでは、再開

します。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長  討論なしと認

め、採決します。 

 まず、議案第１号所管分について、

可決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定いたしました。 

 次に、議案第４号について、可決

することに賛成の方の挙手を求め

ます。 
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（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定しました。 

 次に、議案第６号について、可決

することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定いたしました。 

 次に、議案第７号について、可決

することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定いたしました。 

 次に、議案第８号について、可決

することに賛成の方の挙手を求め

ます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定いたしました。 

 次に、議案第９号所管分について、

可決することに賛成の方の挙手を

求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定しました。 

 次に、議案第１２号について、可

決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定いたしました。 

 次に、議案第１３号について、可

決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定しました。 

 次に、議案第１４号について、可

決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定いたしました。 

 次に、議案第２７号について、可

決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定しました。 

 次に、議案第２８号について、可

決することに賛成の方の挙手を求

めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定しました。 

 最後でございます。議案第２９号

について、可決することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○光好博幸委員長 賛成多数。 

 よって、本件は可決すべきものと

決定いたしました。 

 暫時休憩します。 

（午前１１時２１分 休憩） 

（午前１１時２２分 再開） 

○光好博幸委員長  再開いたしま

す。 

 それでは、本委員会の所管事項に
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関する事務調査についての協議を

いたします。 

 民生常任委員会における令和８

年度の行政視察につきましては、昨

年１２月４日の本委員会で視察項

目等を協議させていただきました。 

 視察項目につきましては、健康、

あるいは産業振興、環境、協働まち

づくり等々、４項目に対して候補と

しまして、視察先や日程等について

は調整することとしておりました。 

 これらの調整ができましたので、

本日は委員長案として今手元にご

ざいます案として提出させていた

だきます。 

 それでは、お手元の資料を御覧く

ださい。 

 日程につきましては、５月２０日

水曜日、５月２１日木曜日の２日間

で、視察先につきましては東京都八

王子市、そして東京都台東区でござ

います。 

 八王子市につきましては、検診受

診率の向上についての視察という

ことでございまして、この八王子市

では、令和４年度に乳がん検診の受

診勧奨として、受診券ではなくて、

よりお得感が伝わるような割引チ

ケットにすることによって前年度

と比べて受診者が１，２００名増加

したということでございます。 

 それから、大腸がん検診につきま

しても、検診に申し込んでいない層

にも大腸がん検査キットを送るこ

とをされまして、従来は、検査キッ

トを取りに行かなくてはならなか

ったんですけども、あるいは検便を

出すためだけに来院するというこ

との手間を省くことで前年度比９．

９％の向上につなげているという

事例がございます。 

 そういったことも含めて八王子

市の検診受診率向上、様々な取組に

ついて視察を行うというものでご

ざいます。 

 次に、台東区でございますけれど

も、リノベーション型まちづくりに

ついての視察でございます。 

 台東区では、労働需要とか産業構

造の変化によりまして、空き家、空

き店舗が多く点在するようになり

ました。 

 これは本市と同様の課題を抱え

ているかと思いますけれども、この

打開策として、空き家、空き店舗を

貸したいという不動産オーナーで

あったりとか、あるいは空き家、空

き店舗を使って事業を始めたいと

いう人のマッチング支援を始めた

ということでございます。 

 令和６年度の物件マッチング成

果としましては、活用可能な物件数

５件のうち４件がマッチングして

いるとお聞きしてます。 

 また、まちで活動する方々の取組

や思い、あるいは地域密着型メディ

アということで、タイトーキタリズ

ムによる情報発信、あるいは活動報

告会を多く実施されて、多くの方に

取組を理解してもらうようにされ

ているそうです。 

 この台東区の空き家、空き店舗対

策の取組について視察を行うとい

うものでございます。 

 以上、簡単ではございますけども、

視察案の内容となりますけども、皆

さんいかがでしょうか。 

 何か御意見等ございましたら、よ

ろしいですか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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○光好博幸委員長 それでは、ただ

いまの協議のとおり決定したいと

思います。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１１時２５分 休憩） 

（午前１１時３７分 再開） 

○光好博幸委員長  再開いたしま

す。 

 それでは、八王子市では検診受診

率の向上について、台東区ではリノ

ベーションまちづくりについてと

いうことの視察で実施させていき

ますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 なお、常任委員会の所管事項に関

する事務調査につきましては、本会

議終了日において、閉会中に審査す

ることが諮られます。 

 本委員会の所管事項については、

老人福祉行政について、障害者福祉

行政について、保健医療行政につい

て、社会福祉行政について、環境衛

生行政について、商工行政について、

農業行政について、最後に文化スポ

ーツ行政については、令和９年３月

３１日まで閉会中に審査すること

となっておりますけれども、異議ご

ざいませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○光好博幸委員長  異議なしと認

め、そのように決定いたします。 

 これで、本委員会を閉会いたしま

す。 

（午前１１時３９分 閉会） 
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